
令和７年度 福島県奨学生（在学）募集の案内《追加募集・２回目》 

１ 募集人員 〔大学・短期大学・高等専門学校〕 ８０名程度 

２ 貸与月額   〔大学生・短大生〕   月額 国公立 35,000円／私立 40,000円 

  〔高等専門学校生〕   月額 18,000円 

３ 貸与期間 令和７年４月分から在学する学校の正規の修業期間 

４ 申込の方法   在学する大学・学校を通して行います。 

① 申請に必要な書類を学校へ提出     月 日まで 

 ↓ 

② 学校の推薦を得て申請へ

↓ 

③ 学校より申請書類を福島県へ 令和７年１２月２２日（月）必着

５ 採用の決定   提出された書類により、選考作業を行い、奨学生として決定します。 

採否については、大学・学校を通して本人にＲ８年２月上旬までに通知します。 

採用された場合、誓約書の提出後、Ｒ７年４月分まで遡り貸与開始となります。 

初回振込日は令和８年３月１０日(Ｒ７年４月～Ｒ８年３月分をまとめて)の予 

定です。 

（以降、原則毎月１０日に振込） 

◆問合せ先◆  在学する学校又は福島県教育庁高校教育課（下記）まで 

〒960-8688   福島県福島市杉妻町2-16 

℡:024-521-7775(直通)  Fax:024-521-7973 

福福島島県県奨奨学学資資金金  

 本県奨学資金は、福島県出身の生徒又は学生であって、能力がある

にもかかわらず、経済的理由により修学困難と認められるものに対し

て奨学資金を貸与し、もって教育の機会均等をはかり、健全な社会の

発展に資することを目的としております。 

大学・短期大学・高等専門学校

検索 福島県奨学資金 

12 5
（金）

【提出先】 
　〒950-2181　新潟市西区五十嵐2の町8050 
　　新潟大学学務部学生支援課奨学支援係 
　※郵送の場合は簡易書留にて提出してください



＜応募資格＞ 

１ 各区分に応じ、次に掲げる条件を具備していること。 

  

 〔大学生・短大生の場合〕 

  ① 県内の高等学校を卒業した者、若しくは高等学校卒業程度認定試験若しくは大学入学

資格検定に合格した者。（合格当時県内に住所を有していた場合に限る。）・・・入学

又は入学する目的をもって住所を移転するまで県内に引き続き６ヶ月以上住所を有して

いること。 

  ② 県外の高等学校を卒業した者・・・卒業の月に福島県奨学資金を受けていたこと。 

 

 〔高等専門学校生の場合〕 

  ① 県内に所在する学校に在学する者・・・県内に引き続き６ヶ月以上住所を有している

こと。 

  ② 県外に所在する学校に在学する者・・・入学又は転学するまで県内に引き続き６ヶ月

以上住所を有しており、かつ、保護者が県内に６ヶ月以上住所を有していること。 

 

２ 在学大学・学校より推薦を受けるには、次に掲げるすべての基準を満たしていることが必要

です。 

 

【学 力】 

〔大学生・短大生の場合〕 

高等学校における最終２ヵ年の全履修科目の評定を合計し、これを全履修科目数で割った値

（小数点第２位四捨五入）が 3.0以上であること。ただし、２年生以上の場合は、さらに大学

における学業成績が本人の属する学部（科）の平均水準以上であること。 

 

〔高等専門学校生の場合〕 

 中学校における最終２ヵ年の全履修教科の評定を合計し、これを全履修教科数で割った値（小

数点第２位四捨五入）が 3.0 以上であること。ただし、２年生以上の場合は、さらに高等専門

学校における学業成績が本人の属する学科の平均水準以上であること。 

 

【所 得】 

本人の生計を主として維持する者の１年間の総収入金額から必要経費及び特別控除額を差し

引いた所得金額が、規定する所得基準額以下であること。 

（詳細は、別紙「所得金額の求め方」をご覧ください。） 

 

＜注意事項＞ 

１ 応募資格の条件を満たし、大学・学校からの推薦を受けて応募いただくようになります。 

２ 同種類（貸与型）の修学資金を他から受けていないこと。 

※ 他団体の奨学資金との併願のみ可能。併用は不可。（給付型との併用は可能です。） 
  なお、本県奨学生に採用後に併用が判明した場合は、奨学生決定当初に遡及して奨学生を取り消します。 

 

３ 過去に福島県奨学資金を全修学期間貸与された者又は現に貸与されている者は申し込みでき

ません。 
 



く必要書類＞ 記入終了後、そろっているか口に✓チェックしましょう

□ 福島県奨学生願書（第1号様式）

① 「記載例」及び「願書裏面の注意事項」をよく読み、読みやすい字で記入してください。
② 申請者（学生）の現住所は、実際住んでいる住所を記入してください。自宅外通学等で住民票現

住所と異なる場合は、「居住証明書」又は 「在寮証明書」を、避難されて住民票現住所と異なる場合
は、 「届出避難場 所証明書」を必ず提出してください。

③ 保証人は2人（連帯保証人と保証人）必要です。
※連帯保証人・ ・福島県内に住所を有する親権者等。

※保証ム…•••申請者 及び連帯保証人と別住所・別生計で、返還の責務を負える成年者。
. 65オ以下の方にしてください。

④ 記入誤りを訂正する場合は、二重線を引き、訂正印を押し、余白に正しく記入してください。（修正
液、修正テープの使用不可）

□ 福島県奨学生推薦調書（第2号様式）⇒※在学している大学·学校で記入します

口成績証明書

① 出身高等学校の成績証明書（調査書 不可）を取り寄せてください。※高専生は不要です。
② 申請者が2年生以上の場合、①の出身高等学校の成績に加え、在学学校の成績が必要です。

口令和7年度 令和6年分（令和6年1月から令和6年12月まで）所得証明書（就学者以外の世帯全員分）

① し 源泉徴収票は不可。
② 就学者以外は、無職、年金受給者の方も提出してください。
③ 令和6年の中途又は令和7年中に退職、転職（開業・転業・勤務先変更も含む）等がある場合は、

他に書類を提出していただく場合がありますので、お問い合わせください。
④ 市町村の発行開始時期が提出期限に間に合わない場合は、在学学校へご連絡ください。

※発行開始時期は市町村によって異なりますので、各市役 所・役場へお問い合わせください。

口住民票謄本（本籍・続柄等記載の世帯票）※Vイナ'))\
ゃ ー （個人番号）の記載がないもの

① 戸籍謄本は不可。
② 同居 ・別居 を問わず同一生計の方全員分 を提出ください。（単身赴任や学生 を含む）

※住所が同ーで世帯が別の場合（二世帯以上の同居又は祖父母等） も全員分が必要です。

口保証人の住民票抄本（本籍等記載の個人票）※マイナ'}}\
い
ー（個人番号）の記載がないもの

□口座振替による支払申出書
① 申請者（学生）名義の普通預金のみ有効。（貯蓄型口座への振替はできません。）

② 
通帳の表紙および通帳の見開き1ページ（金融機関名／店舗名／口座番号／カナ氏名がわかる

ページ）のA4コピー を必ず添付してください。

③ 申請者（学生）の住民票の住所を記載どおりに記入してください。

居住証明書
特別の事情にかかる経費内訳
給与支払（見込）証明書

«注意»

該当者のみ提出

【推薦調書について】「推薦所見」欄を指導教員に記入してもらってから、提出期限の3日前までには所属の学務係に学部長印の証明を
　依頼してください。指導教員が定まっていない場合は、所属の学務係に記入者を確認してください。






























